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問
合
せ・申
込
み
】
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年
末
調
整
の
社
会
保
険
料
控
除

　

国
民
健
康
保
険
税
、
介
護
保
険

料
、後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
、

社
会
保
険
料
控
除
と
し
て
申
告
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

年
末
調
整
の
社
会
保
険
料
控
除

の
た
め
に
、
平
成
30
年
中
の
納
付

金
額
を
知
り
た
い
人
は
、
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。「
年
末
調
整
用　

社

会
保
険
料
控
除
資
料
」
を
郵
送
し

ま
す
。

受
付
期
間

　

11
月
１
日
㈭
～
12
月
27
日
㈭

発
送
開
始　
11
月
７
日
㈬
～

事
業
所
か
ら
社
会
保
険
料
控
除
資

料
の
請
求
が
で
き
ま
す

　

事
業
所
で
取
り
ま
と
め
て
請
求

い
た
だ
く
と
、
従
業
員
の
「
年
末

調
整
用
社
会
保
険
料
控
除
資
料
」

を
事
業
所
あ
て
に
郵
送
し
ま
す
。

　

市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
「
社
会

保
険
料
控
除
資
料
の
送
付
依
頼

書
」
を
印
刷
し
、
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

注
意
事
項

・
電
話
で
の
回
答
は
で
き
ま
せ

ん
。
郵
送
期
間
に
余
裕
を
も
っ

て
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

・
国
民
健
康
保
険
税
は
、
世
帯
主

名
で
資
料
を
作
成
し
ま
す
。（
世

帯
員
名
で
の
資
料
作
成
は
不
可
）

・「
年
末
調
整
用
社
会
保
険
料
控

除
資
料
」
を
送
付
し
た
人
、
事

業
所
か
ら
請
求
の
あ
っ
た
人
に

は
、
１
月
下
旬
に
郵
送
予
定
の

「
社
会
保
険
料
控
除
資
料
」
は

送
付
し
ま
せ
ん
。

【
問
合
せ・申
告・届
】
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宅
地
な
ど
の
利
用
状
況

変
更
に
伴
う
手
続
き

住
宅
用
地
に
は
、
固
定
資
産
税

と
都
市
計
画
税
を
軽
減
す
る
措
置

が
あ
り
ま
す
。

次
に
該
当
す
る
場
合
は
、
申
告

書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

・
雑
種
地
、
山
林
、
原
野
な
ど
、

住
宅
用
地
以
外
の
土
地
に
住
宅

を
新
築
し
た

・
家
屋
の
全
部
、
ま
た
は
一
部
の

用
途
を
変
更
し
た
（「
店
舗
や

事
務
所
を
住
宅
に
し
た
」「
店

舗
な
ど
の
一
部
を
住
宅
に
し

た
」
な
ど
）

・
土
地
の
利
用
状
況
を
変
更
し
た

（
住
宅
用
地
の
一
部
を
貸
し
駐

車
場
に
し
た
と
き
な
ど
）

住
宅
用
地
と
は

住
宅
と
し
て
使
用
す
る
家
屋
の

敷
地
で
す
。
工
場
・
倉
庫
・
店
舗
・

事
務
所
な
ど
の
敷
地
は
該
当
し
ま

せ
ん
。

住
宅
用
地
の
軽
減
率

２
０
０
平
米
以
下

︵
小
規
模
住
宅
用
地
）

・
固
定
資
産
税
：
１
／
６
に
軽
減

・
都
市
計
画
税
：
１
／
３
に
軽
減

２
０
０
平
米
を
超
え
る
部
分

︵
一
般
住
宅
用
地
）

・
固
定
資
産
税
：
１
／
３
に
軽
減

・
都
市
計
画
税
：
２
／
３
に
軽
減

※
い
ず
れ
も
課
税
標
準
額
を
軽
減

す
る
措
置
で
す
。
住
宅
用
地
に

建
つ
家
屋
の
総
床
面
積
の
10
倍

ま
で
を
限
度
と
し
ま
す

建
物
を
取
り
壊
し
た
ら
届
け
出
を

固
定
資
産
税
は
、
１
月
１
日
現

在
の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

建
物
を
取
り
壊
し
た
場
合
は
、

忘
れ
ず
に
届
け
出
し
て
く
だ
さ

所
得
税
・
住
民
税
に
は
、
障
が

い
者
を
扶
養
し
て
い
る
人
の
経
済

的
な
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に
、

障
が
い
者
控
除
制
度
が
あ
り
ま

す
。
介
護
保
険
法
の
要
介
護
認
定

を
受
け
て
い
る
人
で
、
障
が
い
者

に
準
ず
る
状
態
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
た
人
も
対
象
と
な
り
ま
す
。

年
末
調
整
の
た
め
に
、
年
内
に

認
定
書
が
必
要
な
人
は
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

年
末
調
整
用
の
認
定
書
の
交
付

を
受
け
な
い
対
象
者
に
は
、
平
成

31
年
１
月
下
旬
に
「
障
が
い
者
控

除
対
象
者
認
定
書
」
を
送
付
し
ま

す
。 【

問
合
せ・申
込
み
】

 

介
護
保
険
課 
介
護
保
険
係

☎
７
７
３

−
６
６
７
５　

年
末
調
整
用
「
障
が
い
者
控

除
対
象
者
認
定
書
」
の
交
付

認
定
書
の
交
付
対
象
者

平
成
30
年
12
月
31
日
現
在
、
65

歳
以
上
の
要
介
護
認
定
者
で
「
障

が
い
者
」「
特
別
障
が
い
者
」
に

該
当
す
る
人
（
平
成
30
年
中
に
亡

く
な
っ
た
人
も
対
象
）

※
要
介
護
認
定
者
で
も
、
基
準
に

該
当
し
な
い
場
合
は
障
が
い
者

控
除
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん

申
請
窓
口　

介
護
保
険
課
、
大

和
・
塩
沢
市
民
セ
ン
タ
ー

認
定
書
を
交
付
で
き
な
い
場
合

認
定
書
の
申
請
日
時
点
で
「
要

介
護
認
定
の
結
果
が
出
て
い
な

い
」「
12
月
31
日
ま
で
に
更
新
認

定
の
結
果
が
出
る
見
込
み
」
の
人

は
、
結
果
が
出
る
ま
で
認
定
書
を

交
付
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

い
。
届
け
出
が
な
い
と
、
課
税
が

継
続
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

申
告
書
・
届
提
出
先

税
務
課
、
大
和
・
塩
沢
市
民
セ

ン
タ
ー

【
問
合
せ・申
込
み
】

　
福
祉
課 

高
齢
福
祉
係
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地
域
福
祉
計
画
推
進
委
員

を
公
募
し
ま
す

委
員
に
は
、
社
会
福
祉
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
や
市
民
が
参
加
で
き
る

地
域
活
動
の
維
持
を
目
的
と
し
た

「
南
魚
沼
市
地
域
福
祉
計
画
」
に

つ
い
て
意
見
を
い
た
だ
き
ま
す
。

応
募
資
格　
市
内
に
住
所
を
有
す

る
満
20
歳
以
上
で
、
ま
ち
づ
く

り
や
地
域
福
祉
活
動
な
ど
に
関

心
の
あ
る
人

募
集
人
員　
２
人
（
応
募
多
数
の

場
合
は
抽
選
で
選
考
）

任
期

　

委
嘱
の
日
か
ら
３
年
以
内

締
切
り　
11
月
22
日
㈭
（
必
着
）

応
募
方
法　
申
込
書
を
福
祉
課
に

ご
提
出
く
だ
さ
い
。

※
希
望
者
に
は
申
込
書
を
郵
送
し

ま
す
（
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）


